
一般用

一般用

　扶養親族等がいる場合や、受給者本人の控除（障害者控除 ･ 寡婦控除・ひとり親控除）を受ける
場合には、必ずご提出ください。（前年と申告内容に変更がない場合であっても必ずご提出ください。）
ただし、公的年金等控除額は、重複して控除を受けることはできません。（8 ページ、Ⅳ 注意事項参照）
　提出する必要のある方は、提出期限を過ぎてしまった場合でもすみやかにご提出ください。
　詳しくはこの記入要領をご覧ください。

提出期限：令和７年１２月１６日（火）

－1－

公的年金等の受給者の
扶養親族等申告書（令和８年分）記入要領

控除対象となる配偶者または親族がおらず、ご本人が障害者 ･寡婦・ひと
り親に該当しなければ、申告書の提出は必要ありません。

　令和８年中に支払われる年金額が１２７万円（６５歳未満の方は１５５万円）以上の方に、「公的
年金等の受給者の扶養親族等申告書（令和８年分）」をお送りしております。
　この申告書は、令和８年中に国民年金基金または国民年金基金連合会がお支払いする年金の源泉徴
収税額計算の基礎となるものです。下記フロー図で、申告書の「提出が必要です」に該当される方
は、記入要領をご参考に所定の項目にご記入のうえ、同封の返信用封筒に切手を貼ってご提出くださ
い｡（普通郵便の場合は１１０円です｡）

【ご確認ください】
　　以下のフロー図をご参照ください。

　提出の有無にかかわらず、所得税率は一律、5.105％となります。
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④　扶養親族等申告書記入要領　 全国国民年金基金
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提出先・お問い合わせ先

【参考】給与所得控除額
給与の収入金額（B） 給与所得控除額

190 万円以下 65 万円
190 万円超  360 万円以下 （B）×30%＋8万円
360 万円超  660 万円以下 （B）×20%＋44 万円
660 万円超  850 万円以下 （B）×10%＋110 万円
850 万円超 195 万円

【参考】所得金額調整控除額
　次に掲げる方が対象となります。

該当要件（居住者のみ） 所得金額調整控除額
給与収入が 850 万円を超え、以下のいずれかに該当する方
・本人が特別障害者に該当する場合
・特別障害者に該当する同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
・23 歳未満の扶養親族がいる場合

（給与の収入金額－850 万円）×10％
（※ 1）

公的年金等所得（C）と給与所得（D）があり、合計した所得額が 10 万円
を超える方

（C）+（D）－10 万円（※ 2）

（※ 1）15 万円が限度となります。また、給与収入金額が 850 万円を超えていない場合は対象外です。
（※ 2）（C）及び（D）の金額は、それぞれ 10 万円が限度となります。

 Ⅳ　注意事項  

1．次の方は、今回「扶養親族等申告書」を提出された場合であっても、税務署に確定申告することになります。
　・他の公的年金等をもらっている方
　・年金以外に収入（給与等）がある方
　・医療費控除や生命保険料控除等を受ける方
　・扶養親族が増えるなど、申告した「扶養親族等申告書」の内容に令和 8年の途中で変更が生じた方　等
　※�その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得
金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。（住民税の申告が必要な場合があります。）

２�．公的年金等控除額は、重複して控除を受けることはできません。国民年金基金または国民年金基金連合会�
からの年金以外に、国からの年金など複数の所得がある場合で、複数の「扶養親族等申告書」を提出し、同じ控
除をそれぞれに申告した場合、確定申告において、税金を追加徴収されることがありますのでご注意ください。

３．同一人物が複数の方（または複数の所得）の扶養親族等申告の対象にはなれませんのでご注意ください。

４�．扶養親族等の状況の各欄に記入しきれない場合には、便箋などに記入し、この「扶養親族等申告書」と一緒に�
封筒で提出してください。なお、その際は、受給者の方の国民年金基金年金証書記号番号または加入員番号、�
氏名、生年月日も併せて記入してください。

５�．ご提出がない場合は、扶養している方がおらず、受給者本人分の控除（障害者控除 ･寡婦控除・ひとり親控除）
を受けないものとして扱われます。

６．ご提出がない場合も、ご提出がある場合と同様、5.105％の税率となります。（復興特別所得税を含む。）

７�．万一ご提出が遅れ、所得税が納め過ぎとなった場合は、確定申告で調整をしていただくことになります。

８�．記載内容について後日確認のご連絡をする場合があります。

※�例えば、配偶者の所得が給与（パート等）
だけの場合、給与収入見込額が160万円
以下の方は、給与所得控除額が65万円
あるため、所得額は95万円以下となります
ので、源泉控除対象配偶者となります。

（受給者本人の所得額が900万円以下の
場合に限ります。）

④　扶養親族等申告書記入要領　 全国国民年金基金

全国国民年金基金
※お客様のお電話番号が050で始まる場合は03−6804−2202にお掛けください。

TEL 0570−008−002
（平日 9：00〜17：00）

お問い合わせ先
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